
    相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２） 

まん延防止等重点措置解除！ 

油断せず感染対策の徹底をお願いします！ 

市民の皆様には、新型コロナウイルス感染拡大防止について、

ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

県内の新規感染者数は減少傾向にあり、医療への負荷も低減し

ている状況を踏まえ、５４日間に及ぶ、まん延防止等重点措置が

３月２１日をもって解除されます。 

しかしながら、感染は収束したわけではありません。今後も、

換気や家庭内感染に注意するなど「オミクロン株の特徴を踏まえ

た感染防止策」とともに、３密（密閉・密集・密接）の回避、マ

スクの着用、手洗いや手指消毒など「基本的な感染対策」、また、

混雑している場所や時間を極力避け、少人数で行動するなど「リ

スクの高い行動の回避」を徹底していだきますようお願いいたし

ます。 

また、本市における３回目のワクチン接種につきましては、順

次行っております。３月１１日からは小児（５歳～１１歳）への

新型コロナウイルスワクチンの接種を開始いたしました。家庭内

感染や重症化予防の効果もあることから、接種していただきます

ようお願いいたします。 

 ３月から４月にかけては、人が多く移動する時期であります。 

一日でも早く収束させるためには、市民・事業者皆様方の感染拡

大防止に対するご理解とご協力が必要です。 

引き続き、気をゆるめることなく、感染対策への取り組みにご

協力をお願いいたします。 
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